
 

 

第
四 

支
給
要
件 

第
三 

定
義 

第
二 

受
給
者
の
責
務 

第
一 
目
的 

 

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
子
ど
も
手
当
が
第
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
趣
旨

に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
ど
も
」
と
は
、
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い

う
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

 

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
者
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の

成
長
及
び
発
達
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

１ 

子
ど
も
手
当
は
、
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
そ
の
父
又
は
母
等
が
日
本
国
内
に
住
所
を

有
す
る
と
き
に
支
給
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
一
項
関
係
） 

子
ど
も
手
当
法
案
要
綱 

  



 

２ 

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
し
、
所
得
制
限
は
設
け
な
い
こ
と
。 

第
五 
子
ど
も
手
当
の
額 

 

子
ど
も
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
二
万
六
千
円
に
子
ど
も
手
当
の

支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
子
ど
も
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
条
第
一
項
関
係
） 

第
六 

認
定 

 

受
給
資
格
者
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
に
つ
い
て
、

住
所
地
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
六
条
第
一
項
関
係
） 

第
七 

支
給
及
び
支
払 

１ 

市
町
村
長
は
、
第
六
の
認
定
を
し
た
受
給
資
格
者
に
対
し
、
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。 

２ 

子
ど
も
手
当
の
支
給
は
、
受
給
資
格
者
が
第
六
に
よ
る
認
定
の
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
子
ど

も
手
当
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
で
終
わ
る
こ
と
。 



 

 

  

３ 

子
ど
も
手
当
は
、
毎
年
二
月
、
六
月
及
び
十
月
の
三
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
分
を
支
払
う
こ
と
。 

（
第
七
条
第
一
項
・
第
二
項
・
第
四
項
関
係
） 

第
八 

子
ど
も
手
当
に
要
す
る
費
用
の
負
担 

１ 

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
全
額
を
国
庫
が
負
担
す
る
こ
と
。 

２ 

国
庫
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
。 

（
第
十
六
条
関
係
） 

第
九 

施
行
期
日
等 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

２ 

児
童
手
当
法
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

３ 

児
童
手
当
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
そ
の
他
の
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

４ 

子
ど
も
手
当
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し

て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

（
附
則
第
十
一
条
関
係
） 


